
浜田市告示第 30 号 

 

浜田市土地基盤整備事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のよ

うに定める。 

 

令和 7 年 3 月 24 日 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

  



浜田市土地基盤整備事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 

浜田市土地基盤整備事業補助金交付要綱（平成 19 年浜田市告示第 49 号）

の一部を次のように改正する。 

第 4 条第 2 項を削る。 

附則第 3 項中「令和 7 年 3 月 31 日」を「令和 10 年 3 月 31 日」に改める。 

別表を次のように改める。 

 

 

附 則 

この告示は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。ただし、附則第 3 項の改正

規定は、同年 3 月 24 日から施行する。 

 

  



別表（第 3 条関係） 

種類 補助金額 補助限度額 

かんがい排水整備事業 事業費の 10 分の 5 以内

の額 

50 万円 

ほ場整備事業 30 万円 

客土整備事業 15 万円 

畦畔改良事業 15 万円 

農道（耕作道路）整備事業 50 万円 

乾田化事業 15 万円 

備考 補助金額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた

額とする。 

 


